
安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
確
立
を
図
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
要
綱

（
傍
線
部
分
は
、
令
和
四
年
十
一
月
十
四
日
に
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
部
分
）

第
一

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

題
名

題
名
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
こ
と
。

（
題
名
関
係
）

二

目
的

こ
の
法
律
は
、
我
が
国
で
使
用
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
相
当
部
分
を
化
石
燃
料
が
占
め
て
い
る
こ
と
、
非
化
石
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
利
用
の
必
要
性
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
内
外
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
め
ぐ
る
経
済
的
社
会
的
環
境
に

応
じ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
有
効
な
利
用
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
工
場
等
、
輸
送
、
建
築
物
及
び
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
に
関
す
る
所
要
の
措
置
、
電
気
の
需
要
の
最
適
化
に

関
す
る
所
要
の
措
置
そ
の
他
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
を
総
合
的
に
進
め
る



た
め
に
必
要
な
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
も
っ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ

と
。

（
第
一
条
関
係
）

三

定
義

１

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
は
、
化
石
燃
料
及
び
非
化
石
燃
料
並
び
に
熱
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除

く
。
第
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
電
気
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
一
項
関
係
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
化
石
燃
料
」
と
は
、
原
油
及
び
揮
発
油
、
重
油
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
石
油
製

品
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
並
び
に
石
炭
及
び
コ
ー
ク
ス
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
石
炭
製
品
で
あ
っ
て
、
燃
焼
そ

の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
用
途
に
供
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
二
項
関
係
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
非
化
石
燃
料
」
と
は
、
２
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
用
途
に
供
す
る
物
で
あ
っ
て
水
素
そ

の
他
の
化
石
燃
料
以
外
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
三
項
関
係
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
は
、
非
化
石
燃
料
並
び
に
化
石
燃
料
を
熱
源
と
す
る
熱
に
代
え
て

使
用
さ
れ
る
熱
及
び
化
石
燃
料
を
熱
源
と
す
る
熱
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
動
力
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
電
気
に
代
え
て

使
用
さ
れ
る
電
気
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
四
項
関
係
）



５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
」
と
は
、
使
用
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
う
ち
に
占
め
る
非
化

石
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
割
合
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
五
項
関
係
）

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
電
気
の
需
要
の
最
適
化
」
と
は
、
季
節
又
は
時
間
帯
に
よ
る
電
気
の
需
給
の
状
況
の
変
動
に

応
じ
て
電
気
の
需
要
量
の
増
加
又
は
減
少
を
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
六
項
関
係
）

四

基
本
方
針
等

基
本
方
針
に
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
及
び
電
気
の
需
要
の
最
適
化
に
関
す
る
事
項
を
加
え
る
等
所
要
の
規
定
の

整
備
を
行
う
こ
と
。

（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

五

工
場
等
に
係
る
措
置

１

主
務
大
臣
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合

理
化
の
目
標
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
業
種
に
お
い
て
達
成
す
べ
き
目
標
を
含

む
。
）
等
に
関
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
し
て
事
業
を
行
う
者
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
公

表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
第
一
項
関
係
）

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー



へ
の
転
換
の
目
標
等
に
関
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
し
て
事
業
を
行
う
者
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
、

こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
第
二
項
関
係
）

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
電
気
の
需
要
の
最
適
化
に
資
す
る
措
置
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
、
電
気
を
使
用

し
て
事
業
を
行
う
者
が
取
り
組
む
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
第
三
項
関
係
）

４

主
務
大
臣
は
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
の
適
確
な
実
施
又
は
電
気
の
需
要
の
最
適
化
に
資
す
る
措
置
の
適
確

な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

５

特
定
事
業
者
、
特
定
連
鎖
化
事
業
者
又
は
認
定
管
理
統
括
事
業
者
（
以
下
「
特
定
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
定

期
に
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
の
目
標
の
達
成
の
た
め
の
中
長
期
的
な
計
画
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。（

第
十
五
条
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
第
二
項
関
係
）

６

主
務
大
臣
は
、
特
定
事
業
者
等
の
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
の
状
況
が
著
し
く
不
十
分
で
あ
る
と
認
め
る
と
き



は
、
当
該
特
定
事
業
者
等
に
対
し
、
五
の
３
に
規
定
す
る
指
針
に
従
っ
て
講
じ
た
措
置
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
非
化
石

エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ
と
等
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
、
第
三
十
条
及
び
第
四
十
二
条
関
係
）

７

独
立
行
政
法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の

転
換
の
目
標
の
達
成
の
た
め
の
中
長
期
的
な
計
画
を
作
成
す
る
特
定
事
業
者
等
の
依
頼
に
応
じ
て
、
水
素
の
調
達
又
は

貯
蔵
に
関
し
て
必
要
な
情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
九
条
関
係
）

六

輸
送
に
係
る
措
置

１

貨
物
輸
送
事
業
者
及
び
旅
客
輸
送
事
業
者
に
係
る
措
置

経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
貨
物
又
は
旅
客
の
輸
送
に
係
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
の
適
切

(1)
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
の
目
標
等
に
関
し
、
貨
物
輸
送
事
業
者
又
は
旅
客

輸
送
事
業
者
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
三
条
第
二
項
及
び
第
百
二
十
七
条
第
二
項
関
係
）

経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
電
気
の
需
要
の
最
適
化
に
資
す
る
措
置
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図

(2)



る
た
め
、
電
気
を
使
用
し
て
貨
物
又
は
旅
客
の
輸
送
を
行
う
貨
物
輸
送
事
業
者
又
は
旅
客
輸
送
事
業
者
が
取
り
組
む

べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
三
条
第
三
項
及
び
第
百
二
十
七
条
第
三
項
関
係
）

国
土
交
通
大
臣
は
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
の
適
確
な
実
施
又
は
電
気
の
需
要
の
最
適
化
に
資
す
る
措
置

(3)
の
適
確
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
貨
物
輸
送
事
業
者
又
は
旅
客
輸
送
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
四
条
及
び
第
百
二
十
八
条
関
係
）

特
定
貨
物
輸
送
事
業
者
、
特
定
旅
客
輸
送
事
業
者
、
認
定
管
理
統
括
貨
客
輸
送
事
業
者
又
は
特
定
航
空
輸
送
事
業

(4)
者
（
以
下
「
特
定
輸
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
定
期
に
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
の
目
標
の
達
成
の
た

め
の
中
長
期
的
な
計
画
を
作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
六
条
第
二
項
、
第
百
三
十
条
第
二
項
、
第
百
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
四
十
四
条
第
二
項
関
係
）

国
土
交
通
大
臣
は
、
特
定
輸
送
事
業
者
の
貨
物
又
は
旅
客
の
輸
送
に
係
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
の
状
況

(5)
が
著
し
く
不
十
分
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
定
輸
送
事
業
者
に
対
し
、
六
の
１

に
規
定
す
る
指
針
に

(2)

従
っ
て
講
じ
た
措
置
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の



勧
告
を
す
る
こ
と
等
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
三
十
二

条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
三
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）

２

荷
主
に
係
る
措
置

荷
主
は
、
貨
物
輸
送
事
業
者
に
行
わ
せ
る
貨
物
の
輸
送
に
係
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
及
び
電
気
の
需
要

(1)
の
最
適
化
に
資
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
条
第
一
項
関
係
）

経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た

(2)
め
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
の
目
標
等
に
関
し
、
荷
主
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を

公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
一
条
第
二
項
関
係
）

経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
電
気
の
需
要
の
最
適
化
に
資
す
る
措
置
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図

(3)
る
た
め
、
荷
主
が
取
り
組
む
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
一
条
第
三
項
関
係
）

主
務
大
臣
は
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
の
適
確
な
実
施
又
は
電
気
の
需
要
の
最
適
化
に
資
す
る
措
置
の
適

(4)
確
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
荷
主
に
対
し
、
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
第
百
十
二
条
関
係
）

特
定
荷
主
又
は
認
定
管
理
統
括
荷
主
（
以
下
「
特
定
荷
主
等
」
と
い
う
。
）
は
、
定
期
に
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー

(5)
へ
の
転
換
の
目
標
の
達
成
の
た
め
の
中
長
期
的
な
計
画
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
四
条
第
二
項
及
び
第
百
十
八
条
第
二
項
関
係
）

主
務
大
臣
は
、
特
定
荷
主
等
が
貨
物
輸
送
事
業
者
に
行
わ
せ
る
貨
物
の
輸
送
に
係
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転

(6)
換
の
状
況
が
著
し
く
不
十
分
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
定
荷
主
等
に
対
し
、
六
の
２

に
規
定
す
る
指
針

(3)

に
従
っ
て
講
じ
た
措
置
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨

の
勧
告
を
す
る
こ
と
等
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
二
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）

七

建
築
物
に
係
る
措
置

建
築
物
の
建
築
を
し
よ
う
と
す
る
者
等
は
、
建
築
物
に
係
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
及
び
電
気
の
需
要
の
最
適

化
に
資
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
四
十
七
条
関
係
）

八

機
械
器
具
等
に
係
る
措
置



１

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
の
製
造
等
の
事
業
を
行
う
者
は
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
す
る
機
械
器
具
の
製
造
等
の

措
置
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
に
係
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
に
資
す
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
四
十
八
条
第
二
項
関
係
）

２

電
気
を
消
費
す
る
機
械
器
具
の
製
造
等
の
事
業
を
行
う
者
は
、
電
気
を
消
費
す
る
機
械
器
具
に
つ
き
、
電
気
の
需
要

の
最
適
化
に
係
る
性
能
の
向
上
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
電
気
の
需
要
の
最
適
化
に
資
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
四
十
八
条
第
三
項
関
係
）

九

電
気
事
業
者
に
係
る
措
置

電
気
事
業
者
は
、
電
気
の
需
要
の
最
適
化
に
資
す
る
取
組
を
促
す
た
め
、
電
気
の
料
金
そ
の
他
の
供
給
条
件
の
整
備
等

の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
五
十
九
条
関
係
）

十

雑
則

経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
我
が
国
全
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石

エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
を
図
る
た
め
に
事
業
者
が
自
主
的
に
行
う
技
術
の
提
供
、
助
言
、
事
業
の
連
携
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
等
が
優
れ
て
い
る
機
械
器
具
の
導
入
の
支
援
等
に
よ
る
他
の
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石



エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
の
促
進
に
寄
与
す
る
取
組
を
促
進
す
る
よ
う
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
六
十
三
条
関
係
）

十
一

罰
則

特
定
事
業
者
等
、
特
定
輸
送
事
業
者
及
び
特
定
荷
主
等
に
係
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
の
目
標
の
達
成
の
た
め

の
中
長
期
的
な
計
画
の
作
成
に
関
す
る
規
定
の
創
設
に
伴
い
、
当
該
計
画
を
提
出
し
な
か
っ
た
場
合
の
罰
則
を
追
加
す
る

こ
と
。

（
第
百
七
十
五
条
第
二
号
関
係
）

第
二

エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
及
び
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用
の
促
進

に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

題
名

題
名
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利
用
及
び
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
有
効
な

利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
こ
と
。

（
題
名
関
係
）

二

目
的

こ
の
法
律
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
源
の
相
当
部
分
を
化
石
燃
料
が



占
め
て
お
り
、
か
つ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
に
係
る
環
境
へ
の
負
荷
を
低
減
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
状
況
に

鑑
み
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利
用
及
び
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用

を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
の
持
続
的
か
つ
健
全
な
発
展
を
通
じ

た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
的
か
つ
適
切
な
供
給
の
確
保
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

三

定
義

１

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
」
と
は
、
電
気
、
熱
又
は
燃
料
製
品
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
、
化
石
燃
料
（
原
油
、
石
油
ガ
ス
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
及
び
石
炭
並
び
に
こ
れ
ら
か

ら
製
造
さ
れ
る
燃
料
（
そ
の
製
造
に
伴
い
副
次
的
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
燃
焼
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
含
み
、

水
素
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
（
五
の
３
に
お
い
て
「
水
素
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め

る
も
の
を
い
う
。
三
の
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
二
項
関
係
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利
用
」
と
は
、
電
気
、
熱
若
し
く
は
燃
料
製
品
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

源
と
し
て
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
利
用
す
る
こ
と
（
電
気
事
業
者
又
は
熱
供
給
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー



源
と
し
て
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
利
用
し
た
電
気
又
は
熱
を
他
の
者
か
ら
調
達
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
又
は
電
気
事

業
者
が
電
気
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
の
化
石
燃
料
の
利
用
に
伴
っ
て
発
生
す
る
二
酸
化
炭
素
を
回
収
し
、
及
び
貯
蔵

す
る
措
置
（
こ
れ
に
相
当
す
る
措
置
を
含
む
。
）
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
行
う
こ
と
（
当
該
措
置
を

行
っ
た
他
の
者
か
ら
電
気
を
調
達
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
四
項
関
係
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用
」
と
は
、
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
配
慮
し
つ
つ
、

化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
単
位
数
量
当
た
り
の
当
該
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
か
ら
燃
料
製
品
を
製
造
（
第
三
者
に
委
託

し
て
製
造
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
し
て
当
該
燃
料
製
品
を
回
収
し
た
後
に
残
存
す
る
物
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
も
の
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
発
生
量
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
又
は
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原

料
の
単
位
数
量
当
た
り
の
当
該
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
か
ら
製
造
さ
れ
る
燃
料
製
品
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法

に
よ
り
算
出
さ
れ
る
生
産
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
六
項
関
係
）

四

基
本
方
針
等

基
本
方
針
の
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
に
関
す
る
事
項
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利
用
に
関
す
る
事
項
に
改

め
る
等
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）



五

特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
係
る
措
置

１

経
済
産
業
大
臣
は
、
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利
用
の
適
切
か
つ
有
効
な

実
施
を
図
る
た
め
、
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
が
行
う
事
業
ご
と
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利
用
の
目
標

等
に
関
し
、
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
五
条
第
一
項
関
係
）

２

特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
の
う
ち
前
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
供
給
す
る
電
気
若
し
く
は
熱
の
供
給
量
又
は
そ

の
製
造
し
供
給
す
る
燃
料
製
品
の
供
給
量
が
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合

利
用
の
目
標
の
達
成
の
た
め
の
計
画
を
作
成
し
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
一
項
関
係
）

３

機
構
は
、
五
の
２
の
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
の
依
頼
に
応
じ
て
、
水
素
等
の
調
達
若
し
く
は
貯
蔵
又
は
二
酸

化
炭
素
の
貯
蔵
に
関
し
て
必
要
な
情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

４

五
の
２
の
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
（
他
の
者
か
ら
調
達
す
る
電
気
の
量
が
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

電
気
事
業
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
電
気
の
供
給
を
行
う
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特



定
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
の
依
頼
に
応
じ
て
、
そ
の
供
給
し
た
電
気
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利
用
に
関

し
て
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
関
係
）

第
三

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
の
一
部
改
正

一

題
名
及
び
法
人
の
名
称
の
変
更

題
名
を
「
独
立
行
政
法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
」
に
改
め
る
と
と
も
に
、
法
人
の
名
称
を
「
独
立
行

政
法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
」
に
改
称
す
る
こ
と
。

（
題
名
及
び
第
二
条
関
係
）

二

業
務
の
範
囲

機
構
は
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

海
外
及
び
本
邦
に
お
け
る
水
素
の
製
造
及
び
貯
蔵
、
海
外
に
お
け
る
地
熱
の
探
査
、
本
邦
に
お
け
る
金
属
鉱
物
の
選

鉱
及
び
製
錬
並
び
に
海
外
及
び
本
邦
周
辺
の
海
域
に
お
け
る
二
酸
化
炭
素
の
貯
蔵
及
び
こ
れ
に
必
要
な
地
層
の
探
査
に

必
要
な
資
金
を
供
給
す
る
た
め
の
出
資

（
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
関
係
）

２

海
外
及
び
本
邦
に
お
け
る
水
素
の
製
造
及
び
貯
蔵
、
本
邦
に
お
け
る
金
属
鉱
物
の
選
鉱
及
び
製
錬
並
び
に
海
外
及
び

本
邦
周
辺
の
海
域
に
お
け
る
二
酸
化
炭
素
の
貯
蔵
に
必
要
な
資
金
に
係
る
債
務
の
保
証



（
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
関
係
）

３

海
外
に
お
け
る
二
酸
化
炭
素
の
貯
蔵
及
び
こ
れ
に
必
要
な
地
層
の
探
査
を
す
る
権
利
等
の
取
得

（
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
関
係
）

４

二
酸
化
炭
素
の
貯
蔵
に
必
要
な
地
層
の
探
査
に
必
要
な
地
質
構
造
の
調
査
並
び
に
風
力
の
利
用
に
必
要
な
風
の
状
況

及
び
地
質
構
造
の
調
査

（
第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
関
係
）

５

二
酸
化
炭
素
の
貯
蔵
に
必
要
な
地
層
の
探
査
及
び
こ
れ
に
必
要
な
地
質
構
造
の
調
査
に
必
要
な
船
舶
の
貸
付
け

（
第
十
一
条
第
一
項
第
九
号
関
係
）

６

第
一
の
五
の
７
、
第
二
の
五
の
３
、
第
四
の
二
及
び
第
五
の
六
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供

（
第
十
一
条
第
一
項
第
十
九
号
、
第
二
十
号
、
第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
三
号
関
係
）

三

経
理
の
区
分
の
整
理

機
構
の
業
務
の
範
囲
の
改
正
に
伴
い
、
追
加
業
務
の
経
理
の
区
分
を
整
理
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

四

長
期
借
入
金
等
の
対
象

機
構
が
行
う
長
期
借
入
金
等
に
つ
い
て
、
水
素
の
製
造
及
び
貯
蔵
に
必
要
な
資
金
並
び
に
二
酸
化
炭
素
の
貯
蔵
に
必
要



な
資
金
を
対
象
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
関
係
）

第
四

鉱
業
法
の
一
部
改
正

一

適
用
鉱
物

鉱
業
法
の
適
用
を
受
け
る
鉱
物
に
希
土
類
金
属
鉱
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
一
項
関
係
）

二

機
構
の
行
う
協
力
業
務

機
構
は
、
特
定
鉱
物
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の
掘
採
に
係
る
鉱
業
権
の
設
定
を
受
け
た
鉱
業
権
者
の
依
頼
に
応
じ

て
、
当
該
特
定
鉱
物
の
試
掘
又
は
採
掘
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協
力
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
条
の
三
関
係
）

第
五

電
気
事
業
法
の
一
部
改
正

一

定
義

こ
の
法
律
に
お
け
る
「
発
電
事
業
」
の
定
義
に
、
自
ら
が
維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
蓄
電
用
の
電
気
工
作
物
を
用
い
て

小
売
電
気
事
業
、
一
般
送
配
電
事
業
、
配
電
事
業
又
は
特
定
送
配
電
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
の
電
気
を
放
電
す
る
事
業

で
あ
っ
て
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
蓄
電
用
の
電
気
工
作
物
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
を
追



加
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
一
項
第
十
四
号
関
係
）

二

発
電
用
の
電
気
工
作
物
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
手
続

発
電
事
業
者
は
、
発
電
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
工
作
物
に
関
す
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
変
更
の
日
以
前
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
日
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大

臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
の
二
十
七
第
三
項
関
係
）

三

広
域
的
運
営
推
進
機
関
（
以
下
「
推
進
機
関
」
と
い
う
。
）
の
目
的

推
進
機
関
の
目
的
に
、
電
気
の
安
定
供
給
の
た
め
に
必
要
な
供
給
能
力
の
確
保
の
促
進
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
の
四
関
係
）

四

電
気
供
給
事
業
者
の
責
務

電
気
供
給
事
業
者
は
、
推
進
機
関
が
行
う
供
給
能
力
の
確
保
の
促
進
業
務
に
関
し
て
推
進
機
関
と
の
間
で
供
給
能
力
を

確
保
す
る
こ
と
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
契
約
を
遵
守
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
の
四
十
七
関
係
）

五

供
給
計
画
に
対
す
る
推
進
機
関
の
意
見



推
進
機
関
か
ら
供
給
計
画
に
付
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
送
付
す
る
意
見
の
中
に
供
給
能
力
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措

置
に
関
す
る
も
の
を
追
加
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
、
電
気
事
業
者
に
対
し
て
供
給
計
画
の
変
更
を
勧
告
す
る
に
あ
た
り
、

推
進
機
関
の
意
見
を
踏
ま
え
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
九
条
関
係
）

六

機
構
の
行
う
情
報
提
供

機
構
は
、
推
進
機
関
の
依
頼
に
応
じ
て
、
電
気
の
需
給
の
状
況
の
監
視
や
供
給
等
の
指
示
の
適
確
な
実
施
に
資
す
る
よ

う
、
発
電
の
用
に
供
す
る
燃
料
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
三
条
の
四
関
係
）

第
六

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
七

附
則

１

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

２

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
二
十
六
条
及
び
第
三
十
二
条
関
係
）

３

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則



第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
及
び
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
関
係
）


